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職場復帰支援プログラム・フローチャート

13 Ⅰ　人事労務の立場から

第１ステップ 本人が休職を申し出た時　または　会社が認識した時
▶�人事部労務担当責任者が中心となり、休業してからの休み区分・その期間の給
与・復職手続きに関する事項を本人に説明する

▶�１か月に１回程度の面談を、本人（家族）・人事部労務担当責任者・産業保健ス
タッフの３（４）者で行い、記録と保管は産業保健スタッフがおこなう

▶�復職が近づいたら人事部労務担当責任者は概ね１か月前までに産業医へ報告し、
以下の書類を作成の上、本人を経由して主治医に提出する
「職場復帰支援に関する情報提供依頼書（様式１）」
「職場復帰支援に関する情報提供書（復職診断書）（様式２）」

第２ステップ 復職手続き開始
▶�復職希望日の１か月前までに開始する
▶�人事部労務担当責任者は主治医から「職場復帰支援に関する情報提供書（復職診

断書）（様式２）」を受けとり産業医へ提出し、必要時は本人との面談を依頼する
▶�復職を希望する従業員は、人事部に次の書類を提出する

「復職願」（様式３）

様式 1 様式２

様式３
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第３ステップ 復職審査開始

▶�復職審査は人事部労務担当責任者が招集する
▶�本人（家族）・産業医・人事部労務担当責任者・産業保健スタッフの４（５）者
面談

▶�産業保健スタッフは、必要と思われる時に日課表（付１）を利用する
▶�「職場復帰に関する面談記録票（様式４）」に産業保健スタッフが記載する
▶�産業医は、復職可否を含む「職場復帰に関する産業医意見書（様式５）」を人事
部労務担当責任者へ提出する

▶�人事部労務担当責任者は、「職場復帰支援に関する情報提供書（復職診断書）」と
産業医による「職場復帰に関する産業医意見書」に基づいて、復職の可否を検討
する

第４ステップ 事業者による短縮勤務での復職の可否の決定

復職可 復職不可

�産業医の意見に基づいて、人事部労務
担当責任者は「職場復帰に関する産業
医意見書」を職場復帰支援プランに利
用する

休業期間満了

休業の延長 退職勧告

第５ステップ 復職後のフォローアップ

▶�職場復帰支援プランに沿って実施
▶�人事部労務担当責任者、産業保健スタッフの面談：１回／１～２か月
▶�産業医によるフォローアップ面談　　　　　　　：必要と思われる時
▶�就労制限がとれてからは、人事部労務担当責任者による要観察期間は個別に決める

様式４ 様式５
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 両立支援の取組概要
⑴　取組のきっかけ

A社では、人材は重要な経営資源という考えに基づき、安全でいきいきと働ける職場環境整

備と従業員の能力向上に努めています。

とりわけ従業員の健康と安全の確保は、仕事をする上での基本であり、安全衛生委員会の開催、

産業医の選任、常勤保健師の配置、従業員の心身両面の健康管理等の措置を順次進めてきました。

健康管理の具体的活動として、健康診断の事後措置、長時間労働者や高ストレス者の面接指

導の他、がんやメンタルヘルス不調等の病気を抱えている者、妊娠中の者、ハンディキャップ

を抱えている者などに対して、就業上の配慮と治療と仕事の両立支援が適切に行われるよう、

相談窓口の設置や職場復帰支援制度の充実等を行っています。

⑵　取組の概要

①　相談窓口の設置や「対応マニュアル」の作成等

長期療養や心身の健康に関する相談が気軽に行えるよう相談窓口を人事部に設け、手続き

的なことは人事担当者、個別の傷病や体調については保健師が窓口となり従業員の各種相談

に対応しています。

療養制度や相談窓口については、従業員が制度を理解し利用しやすいものにするため、従

業員向けの「休職のしおり」や管理者向けの「対応マニュアル」などを作成し、日頃より周

知を行っています。

②　長期休業した従業員の職場復帰の流れ

療養のため長期休業（公休・有給休暇含め10日以上）した従業員については、原則として

職場復帰の際、主治医の診断書を提出のうえ、産業医が本人と面談を行い、必要な就業上の

措置や職場での支援について、人事および所属長に意見する流れになっています。

特に傷病休職に入った者については、原則として月１回、本人が電話あるいはメールで療

養状況について報告することになっており、その際、必要に応じて保健師および人事担当者

Ⅱ　産業医の立場から

A社
嘱託産業医 

（城戸産業医事務所　代表）
城　戸　尚　治

ケース❶
業　　　種 小売業 正 規 雇 用 610人
主 要 事 業 紳士服・婦人服および雑貨 

等の企画・仕入および販売
非正規雇用   80人所　在　地 東京都
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が体調や治療状況の確認、復職に向けての助言等を行い、スムーズな職場復帰ができるよう

サポートしています。

傷病休職者が復職を希望する場合は、まず主治医からの復職許可を得ることが必要になり

ます。主治医に「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」を渡し、業務内容や復職基準の目

安についてできるだけ理解していただくよう努めています。

次に主治医からの診療情報や復職に際する注意を記載した「職場復帰支援に関する情報提

供書」の提出があった段階で、産業医による復職面談を実施します。

産業医面談にて復職可能という判断が出た場合は、産業医が「勤務措置連絡」の文書を発

行するとともに、復職する部署の管理者や人事担当者に就業上の措置の内容や職場での配慮

事項について、対面あるいは電話で直接説明を行い、関係者が連携協力して復職後の支援が

行えるようにしています。

③　同じ病気で２回以上休職した場合の対応等

同じ病気で２回以上休職した場合や異なる部署に復職する場合は、人事部長・所属長・産

業医で組織する「復職判定委員会」を開催し、その場で復職の可否や受け入れ体制の検討を

行うことになっています。また、メンタルヘルス不調で２回以上休職した場合は、職場復帰

訓練としてリワークプログラムの実施を勧奨するなど、より慎重に復職に向けた検討と準備

を行い、職場全体で就業と健康をサポートするよう努めています。

職場復帰した後についても、定期的に産業医面談や保健師の体調確認を実施し、職場で適

切な就業上の措置や治療と仕事の両立支援が実施されるようフォローアップを行っています。

④　経済的支援策

万が一長期に就業が困難になった場合の経済的支援策として、会社としてGLTD（長期障

害所得補償保険）に加入し、従業員が病気やケガで働けなくなった場合の所得を最長２年間

にわたり補償できるよう支援しています。

 事例紹介（産業医の立場からの関わり）
ここでは、最近増えてきた「大腸がん」を例にとり、罹患した社員への対応、そして数年後

に再発が見つかり再度休職に至った場合の対応についても、その基本的対応を紹介します。
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⑴　早期発見と対応

健康診断や人間ドックの結果は、産業医が就業判定を行い、問題のある方については、就業

上の措置内容の検討のため産業医面談を実施しています。また、精密検査や治療が必要な方に

対する受診勧奨は保健師がメールや対面で実施し、健診受診後の早期対応を支援しています。

その際、検査結果だけでなく、既往歴や自覚症状にも注意を払い、必要な方には体調や仕事の

状況などを確認するようにしています。

産業医や保健師の受診勧奨等により、その後治療に関する相談や就業上の配慮の申し出に結

びつくこともあり、早期対応が治療と仕事の両立に役立っています。

特に自覚症状の乏しいがんや生活習慣病は、健診での早期発見、早期対応が望ましく、社内

でも積極的な健診受診と有所見者のフォローアップを呼びかけています。

なかには、健康診断をきっかけに、がんなどの大きな病気が見つかる社員もいます。

⑵　がん手術に伴う休職

「がん」と診断されると、医師からは、できるだけ早期に治療をすることを勧められます。そ

こでまず、職場の上司に了解を取り、仕事を休職し療養に専念してもらうことになります。人

事部の窓口には休職申請を提出してもらい、後日、病院に入院し手術を受けることになります。

「大腸がん」の手術では、ストーマ（人工肛門）をつけずに排便機能を維持することができて

も、腸全体の機能が低下し、急に便意を催したり、排便回数が増えたり、便が残った感じがす

るなどの術後後遺症（排便障害）が残ることがあります。

また、療養期間中は、絶食と運動不足が続き体力が低下しますので、退院後しばらくは睡眠、

食事、排便などの生活リズムの安定と通勤・就業ができる体力づくりを自主的に行い、体調の

回復に努めてもらいます。

⑶　職場復帰支援

自宅療養と自主的な職場復帰準備により体力面の自信もついてくると本人から復職申請が提

出され、後日産業医面談が実施されることになります。

産業医面談では、主な仕事がデスクワークの場合には、体調が安定しているときには、原則

就業可能と判断しますが、体力低下や後遺症への配慮から、復職後当面の間「残業禁止、出張

禁止、業務軽減」の就業上の措置を実施する旨の産業医意見を付記します。

術後後遺症の排便障害のため頻回にトイレに行く必要があり、就業中の離席増加、集中力低下、

外出困難などで業務に支障がでることが懸念されることもありますが、職場の上司や同僚の理

解・協力があると、職場環境や業務上で大きな問題は生じません。出張、外出、通院等につい
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ても本人の体調や希望が考慮され、復帰後も決まった通院が無理なくできるよう業務面での調

整が行われます。

復職後は、定期的に産業医による面談が実施され、体調、仕事、治療、生活等の状況を確認し、

就業上の措置が徐々に緩和されていきます。

そして、体力も次第に回復し仕事のリズムにも慣れてきた頃には、産業医意見により残業制

限等の就業上の措置は全て解除し、通常勤務に戻り本来業務をこなすようになります。

⑷　再発または転移した場合の再休職支援

「がん」の手術の場合、数年後にがんが再発または転移することが少なくありません。このよ

うな場合には、本人の精神的なケアにも配慮しながら保健師や人事担当者が面談等により治療

のための再休職にすみやかに入れるよう支援を行います。

抗がん剤治療についても複数回にわたり長期間実施することになり、抗がん剤の強い副作用

（嘔吐、発熱、脱毛、倦怠感等）に悩まされ、退院後も体力回復のための療養と職場復帰準備に

長い時間を要することになりかねません。その結果、仕事との両立が厳しくなり、再度療養に

専念するために長期休職となることもあります。

⑸　復職に際して主治医との連携

長期休職となる場合には、休職中は保健師が定期的に体調の確認や復職に向けてアドバイス

を電話やメールで行います。

手術後の後遺症は残るものの、治療が終了し、体調、体力が回復してきた時期になると、主

治医から復職許可が出るので、具体的な復職手続きの準備を開始します。

主治医に業務概要と復職基

準の目安を記載した「職場復

帰支援に関する情報提供依頼

書」（様式１）を渡し、現在

の体調、治療経過、就業上の

注意等を「職場復帰支援に

関する情報提供書」（様式２）

を記載してもらい、人事担当

窓口に復職申請を行います。

様式２様式１
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主治医からは、以下のように、職場での十分な配慮が必要な旨の情報提供をしてもらえます。

⑹　産業医面談と復職判定委員会

再度の休職の場合には、復職可否の検討のために、産業医

面談に続き、人事部長、所属長、産業医で組織する「復職判

定委員会」を開催します。

復職判定委員会では、主治医から提供された情報や産業医

意見を参考に、就業の可否や受け入れ体制を検討します。

通勤や就業が安全にできるか、就業に耐えうる体力が回復

しているかについて懸念はあっても、休職期間の残り日数や

本人の強い復帰意欲、受け入れ職場の協力的な姿勢などを考

慮し、会社として最大限の支援と配慮を行う前提で復職を認

めることが多い傾向にあります。

通常は、産業医から、就業上の措置（様式３）として以下

のような内容が付記され、職場で制限に合った業務内容や具体的な配慮を検討することになり

ます。産業医から、業務量軽減や労働時間の短縮だけでなく、業務内容の見直しや一人作業の

制限を指示したり、トイレに近い場所への座席変更や自由な離席の許可などを提案することも

あります。

様式３

（主治医からの情報提供書）
▽年〇月□日より１日８時間週５日勤務可能と判断する。
転移したがんの治療により、激しい運動はできない。
手術後、排便、排尿障害、呼吸障害あり、頻回にトイレに行く必要があったり、階段を利用できないなどの生活上
の支障あり、通勤、職場内の環境、周囲の配慮などを要する。

（就業上の措置）
復職可、条件付き就業可
残業禁止、出張制限、重量物運搬禁止、休日の一人作業禁止
手術後の後遺症（排便障害、呼吸機能低下）あり、業務上配慮を要する
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⑺　復職後の両立支援

復職時だけでなく、復職後も定期的に産業医面談を実施し、体調、仕事、治療、生活等の状

況の確認を行います。本人に対する指導と助言とともに、面談後に職場管理者とも毎回面談を

行い、就業上の措置と職場での両立支援にあたっての注意について説明を行い、治療と仕事で

十分な配慮が行われるよう情報の共有を行います。

職場では、排便障害や呼吸機能低下が後遺症として残っていても、離席や休暇取得、外出等

については本人の意思を尊重し、できるだけ業務については、本人に裁量をもたせるとともに、

残業等過度な業務負荷が生じないよう配慮を行います。

その結果、周囲の協力と本人の自己管理の徹底等により元の勤務に復帰することができれば、

就業制限や産業医面談等の支援は終了します。

⑻　さいごに

一般的に、治療に積極的で自己管理意識が高いこと、職場の上司や同僚の理解と協力が得ら

れること、会社全体で支援する制度や体制ができていること、業務の裁量度が比較的高いこと

などの条件が重なると、治療と仕事の両立支援が比較的スムーズに進むと考えられます。

両立支援の成否は、一緒に働く職場の上司や同僚の協力が不可欠で、そのためには、日頃か

ら組織全体に対する普及啓発や職場内のコミュニケーション活性化を図っておくことが必要で

す。

傷病休職から無事に職場復帰し元気に働く者が身の周りに一人でも多く増えることは、職場

の安心感や相互理解につながります。今後多くの職場で、治療と仕事の両立支援が無理なく実

施されるよう、より働きやすい職場環境をつくっていくことが望まれます。
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新日鐵住金株式会社
君津製鐵所
統括産業医
宮　本　俊　明

業　　　種 製造業
常時使用する

従業員数 約4,000人主 要 事 業 製鉄業

所　在　地 千葉県君津市

 両立支援の取組概要
⑴　それぞれの立場での役割を明確化

健康診断実施後の措置の応用として、がんや脳血管疾患をはじめとする疾病の職場復帰支援

には以前から取組んでいたため、両立支援として近年新たに取組みを始めたことはなく、治療

の進歩に応じて対応の選択肢を増やしている程度である。多くの高負荷要因や有害要因が存在

する製鉄業においては、本人が主治医に伝える業務内容と主治医が想定する業務内容に乖離が

生じることがある。そのため、どのような職場環境で、どの程度の心身の負荷がかかる作業を、

どの程度の時間、どのような職場風土で仕事するのか、を把握している産業保健スタッフ（産

業医・保健師等）が職場復帰前に面談し、健康状態を悪化させるリスクや就業制限等の必要性

について検討する機会を設けている。産業医から見て、治療側からの情報入手と産業医判断の

連携は非常に重要であり、「患者の病態把握と患者の背景（職場）把握の連携」と位置付けてお

り、それぞれの立場・役割を意識し役割を明確化している。当社の職場復帰支援では、対象者が

患者になる前から全人的に把握してきた専属産業医による面談を主軸に、保健師と所属長による

健康情報共有や、職場管理者同行による産業医職場巡視などによる職場把握を基礎として、職

場事情を十分に加味した職場復帰や治療と就労の両立が得られるよう支援している。

⑵　職場復帰に関する手続きの流れ

当社では、負傷若しくは疾病によって２週間以上業務に就けなかった社員が業務に復帰する

場合、病状確認および就業上の安全配慮事項等を検討することを目的とし、出勤を再開する前

に産業医等の面談を行って就業許可を得ること、と社内規定で定めている。また２週間未満の

休業であっても、本来職務に就労することに検討が必要な場合も就業許可を必要とするとされ

ている。これらに該当する者が職場復帰を希望する際には、職場管理者に復帰意思を伝えると

ともに、まずは①主治医の復帰可能の診断書をもらって提出し、次いで②産業医面談を実施し、

様々な情報の照合や連携を行うことになる。そして産業医も復帰可能と判断すれば産業医から

③就業許可書を所属長宛に作成発行すること、が基本である。また、産業医が就業上の措置が

必要と判断すればその旨を所属長および安全衛生部門長に指示して遵守してもらうことになる。

ケース❷
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休業が３か月に及ぶ場合や、すぐに元職場には戻れないことが想定される場合は、②のあとに所

属長から人事部門長宛に復帰上申書が作成され、産業医面談を基にした③産業医診断書（意見書）

が作成され、④復帰審査委員会が開催されることも社内規定で定めている。復帰審査委員会は会

議体として復帰の是非や方法などを議論し決定するものであり、人事部門長が主催し、産業医、所

属長、安全衛生部門長がメンバーで、病状評価や予定作業内容から安全配慮事項を検討の上で最

終的な配置や業務内容および具体的な復帰日等が決定され、復帰プログラムも具体的に検討される。

なかでも当事業場の健康管理において重要な役割を担うのが所属長の命を受けた職場管理者で

ある。②の職場復帰に向けた産業医面談を実施する際は、面談日程を職場管理者が保健師と調整

し、必要に応じて本人の周辺情報を収集し、原則として産業医面談に同席する。また産業医面談

後も必要に応じて産業医と職場管理者が相談して、より確実かつ安全な復帰を目指している。

がんに限らず、復帰に際しては患者である社員が自ら自分の状況を産業医に話せることが重

要と考えており、これは「患者力の育成」にもつながる。両立支援の対象となるような事例で

は、侵襲の高い治療や体調変化を伴う場合が多く、主治医も本人によく説明をして同意を得て

いるため、産業医が主治医宛て診療情報提供依頼書を作成しなくても、面談時には本人が説明

可能な必要情報がそろっている場合が多い。他の疾患においても同様の対応を標準としている

が、がんにおいては本人も職場管理者も安全・健康配慮への意識が高く、主治医からの説明も

詳細なことが多いので、十分な情報を産業医面談時に持参してくれることがほとんどである。

自ら自分の状況を
産業医に話せる
ことが重要

本人 産業医

休業期間が２週間以上３か月未満、または
本来職務に就労することに検討が必要な場合

休業期間が３か月以上、
または元職復帰が困難と思われる場合

ステップ１ 主治医の「復職可能」の診断書を提出

職場管理者が所属長経由で 
人事部門長宛に復帰上申書を作成

産業医面談（ほぼ職場管理者が同席；職場情報の提供）
既存情報の収集（病状説明書、内服薬、治療計画書、手術説明書など）
本人による説明（状況によっては主治医意見書や情報提供書を求める）

ステップ２

産業医が診断書（意見書）作成
職場管理者との意見交換や
本人との再面談の場合もある

産業医が就業許可書を作成
（必要に応じて就業措置に関する意見を提出）

ステップ３

復帰審査委員会
（産業医意見書と議事録）

●�人事部門長が主催し、産業医、所属長、安
全衛生部門が参加

●�復帰の是非、復帰場所や復帰日、安全配
慮事項などを検討

●職場復帰プログラムの検討と提供

ステップ４
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⑶　当社の休業と就業措置に関連する制度

当社では、年次有給休暇の半日単位の分割取得制度、年次有給休暇残日数の積立（福祉休暇）

制度、所定時間外労働に対する代休制度、フレックス勤務制度といった制度を活用し、外来で

の治療を継続しながら働けるような制度をとっている。また、病気休業については、半年間の

病気欠勤制度に加え、勤続年数や疾病の種類にもよるが、最長で２年６か月の休職期間が就業

規則で定められている。また、当社には自社主体の健康保険組合があるため、通常の傷病手当

金に加えて、傷病手当付加金や延長傷病手当金付加金などの制度があり、標準報酬月額の100

分の70に相当する額を最長３年間受け取れることから、経済的な不安を軽減し治療に専念でき

る環境を整えている。

当社における就業措置の内容は、転勤の可能性も考慮して全社統一になっているが、産業医

意見をもとに、当該意見を勘案して事業者側の決め事として所属長に伝達され遵守される際の、

情報伝達については事業場によって若干異なる。当事業場では産業医面談などによって就業措

置の実施や変更が指示された場合は、産業医と安全衛生部門長の連名で、措置対象従業員の所

属長宛に書面で措置内容が通知され、安全衛生部門長から人事部門長にも連絡される。つまり

産業医、安全衛生部門長、所属長、人事部門の４者による情報共有と措置実施の監査体制が取

れることになる。この制度は休業者の復帰時に就業許可書に付随するだけでなく、就業者の体

調不良時や健康状態の悪化時などに産業医面談によって発出される場合もある。また、復帰審

査委員会が開催される場合は、委員会の場で４者合意された情報が共有され、人事部門が作成

した議事録は所属長にも送付されることから、重みのある対応になっている。

 産業医の立場からの関わり
⑴　脳・心臓疾患の場合

脳血管疾患は、重篤な病態だったのにも関わらず、一見すると病気だったかどうかわからな

いくらいに回復することがあり、このため本人及び家族を含めた周囲の方々に就業措置の必要

性について納得してもらえないことがある。特に交替勤務に従事するかどうかは家計に直結す

るため、本人や家族に病識が乏しい場合は、常昼勤務への転換に同意を得るために苦労するこ

とがある。高次脳機能障害なども同様であり、作業者の判断ミスが重大事故に結び付くような

職場や、他部署との連携が大切な職場などへの配置は困難になる。このような時は主治医に職

場情報を伝えても判断に苦労するはずである。結果的に職場管理者や人事部門や安全衛生管理

部門の了解を取るために、本人同意を得て病状を関係者に十分に開示することになるが、それ

があって初めて適正な管理を行ってもらうことができる。

脳血管疾患はリハビリを要することが多いため一般的に休業が長期に及ぶ。したがって当社
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の場合は微小脳梗塞や一過性脳虚血発作などは就業許可書の対象になるが、多くは復帰審査委

員会が必要で、産業医の復帰診断書を作成する対象となる。注意すべき点としては、元職場に

【高所作業禁止】や【重筋作業禁止】などの制限を付して戻る場合などは、本人の昔の感覚が残っ

ているが実際の身体は昔のように動かない場合に、本人に転倒災害の危険性が出てしまうこと

であり、職場の足元の安定性にも留意して復帰場所や復帰後の作業を選定することもある。

交替勤務に従事する社員が自宅で心筋梗塞に罹患して救急搬送され、冠動脈カテーテル処置

を行ったケースでは、退院後の自宅療養を経た後に主治医から就労可能との診断書が出された

時点で産業医面接を行う。心筋梗塞の場合は本人の復帰意欲が高いことが多いので、事前に職

場管理者から診療情報の必要性を聞かされた本人から主治医に産業医宛の診療情報提供書面を

要請することが多い。処置前後の血管状況や残存心機能や心不全の有無および内服薬などを記

載してもらえば、基本的に情報は足りる。心筋ダメージが少なければ問題ないが、大きければ

身体的な負荷は下げた方が良い。

心筋梗塞は緊急の冠動脈処置に対応できる医療機関が増えてきていることもあり、早期離床

で心臓リハビリを行うことから、休業期間が短縮化する傾向があり短期間で職場復帰を希望す

る者が多い。そのため当事業場では休業が２週間に満たなくても虚血性心疾患や不整脈へのカ

テーテルアブレーション事例などは産業医面談を経たうえで、就業許可書を作成して４者間で

情報共有を行い、必要に応じて行う就業措置を確実なものにするようにしている。

なお、疾病の状況によるが、主治医と連携した就業措置を十分に行っていても再発すること

があるのが脳血管疾患や虚血性心疾患の特徴であり、過労死等に関連する疾患であることから、

本人に就労意欲があればこそ慎重な対処が求められる。過労死防止の観点から【時間外労働の

制限】は理解できると思われるが、たとえば【交替制勤務への就業禁止】とするかどうかは、

年間で数十万円相当の収入減少に敏感な当事者であれば、医学的な面で再発リスク増加の可能

性と本人の仕事へのモチベーションの関係性で判断することになる。まさに産業医ならではの

判断であり、哲学のようで正解がない問題である。

このように統計学的なエビデンスがあっても、確率論と現実論の狭間で悩むことがあるのだ

から、エビデンスに乏しくて判断に迷う場合は、起こっては困る再発事象の予防という観点で、

安全サイドで考えるしかないこともある。真摯に考えた結果であれば産業医は結果責任を問わ

れることにはならないが、本人がいくら条件を希望しても、仕事をさせているのは事業者とい

うことで、その事業者に対して指示を出さないといけない立場では、患者が復帰するたびに患

者以上に産業医は悩むことになる。

また、長期にわたって現状を維持し再発を防止するための治療が必要で、同じ理由で就業制

限も必要だが病状の変化が乏しい場合、職場管理者や本人から見て、状況によっては就業制限
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の緩和や解除ができるのではないかと感じられる日がくることもあろう。しかし病状経過は正

確な医学診断がないとわからないものであり、主治医および産業医の連携で、出来る限り正確

な状況を共有する必要もある。

⑵　がん復職のポイント

当事業場では、がん事例の復職だからといって特別な対応をとっているわけではなく、他疾

患と同様に病名に振り回されることなく事例性（仕事上困っていることや問題になっているこ

と）に焦点を定め、過剰な配慮をせずに最大限働けるように支援することを心がけている。が

んによる休業から復帰する社員は病院での指導もあってヘルスリテラシー（病気や治療に関す

る知識や理解）が高い一方、不安は強い傾向にあるため、就業制限は適宜見直し、本人の就業

意欲を損なわないよう、可能な限り最小限にするよう留意している。

がんの手術を受けた社員が手術後順調な経過にて退院となった後に、術後の病理結果により

化学療法などが行われる場合がある。分子標的薬が主体となって従来の化学療法のように一定

期間の入院を要するものだけでなく、外来にて薬剤投与が行われて就業しながら治療ができる

例も増えてきた。従来型の化学療法、いわゆる抗がん剤による治療の場合は、開始されて数か

月後には主治医から就労可能との診断書が発行されるので、その時点で産業医面談を実施する

こととしている。

このようなケースでは、事前に主治医から「状態が良ければ軽度～中程度負荷までの就労が

可能」との意見や、診断書とは別に主治医から診療情報提供書が産業医宛てに発行されている

ことが多い。診療情報提供書では、「抗がん剤の副作用が重篤化した場合には、ある程度の症状

が永続する可能性があること」、「就労については知覚純麻や筋力低下の可能性はあるが、治療

完了後の軽労作への従事には問題ないものと思われること」などといった意見が得られる。そ

こで、産業医面談の結果を踏まえて、たとえば【重筋作業禁止】【危険作業禁止】に加えて心身

の疲労防止の観点から【時間外労働制限】を講じて復職とする、などが措置として考えられる。

また、当分の間化学療法が継続することから、定期的な通院への配慮、つまり年休の分割取得

や通院日に当人の休暇日を合わせるなどの配慮を職場に要請する。

がん治療で長期間の休業から本人が職場復帰を希望し、職場も復職後しばらくはデスクワー

クを主とした業務を想定するなど病態への理解・配慮は十分であると考えられる場合、長期不

在だった職場に戻る不安を緩和し、仕事をするモードに心身を慣らすことを目的として、復職

後１週間は午前中勤務、次の１週間は15時までの勤務、次の２週間は17時までの勤務という短

縮勤務を活用した職場復帰プランを提案することがある。これはメンタル事例の復帰時の配慮

からの応用である。短縮勤務終了後は【時間外労働時間制限；月20時間以下】などの就業制限
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を講じ、２～３か月ごとに見直す、などとすれば段階的な負荷増となる。就業制限については

適宜産業医面談を実施して再評価を行っていく。

 まとめ
本人と職場がともに過剰な不安なく、働くことに集中できるように「この約束（就業制限等）

さえ守れば大丈夫」と後押しをすることは産業医の重要な役割であると考えている。しかしな

がら、全てのお膳立てを産業医が行うのではなく、本人が主治医とだけ相談して突っ走ってし

まうのでもなく、「治療と仕事の両立」は、本人、所属長および職場管理者、産業医、人事部門、

安全衛生部門のそれぞれが自らの役割を認識し、円滑な職場復帰に向けて調整していくことが

重要であり、このようなステップを踏むことで当事者意識が円熟し、復帰後の有害事象を予防

すべく、複数の面から見守ることが可能になると思われる。つまり、個々の事例対応も重要で

あるが、その背景としての組織対策を成熟させることが何より肝要であると考えている。

そして、大事なことは、個々の事例対応のみでなく、日ごろの産業保健活動における下準備

である。当事業場では各職場の管理者と職場担当保健師による健康情報共有の機会を少なくと

も３か月毎に実施することで従業員の健康情報や休業者の情報を共有し、必要に応じて保健師

からアドバイスをするほか、産業医に報告・相談をして、職場としての対応を職場管理者と産

業医で対話ができるようにしている。また、定年後再雇用者にとっては単年度契約であること

から、がんや脳卒中になってしまうと仕事を続けることは困難という本人の思い込みから就業

継続を諦めてしまうことが懸念される。これに対して当事業場では、定年後再雇用予定者に対

して２日間かけて行われるベテラン層研修の一部で産業医による健康講話を行っており、その

中で技能と経験を有するベテラン社員を大切にする会社側の意図を伝えるとともに、がんの基

本的知識の提供や、がんを治療しながら就業できることの説明、がんと診断された場合の産業

保健スタッフという相談窓口の紹介を行っている。

そのせいか、今では「がん」と診断されても、正規社員であれば辞める者はいない。

産業医が事業場内で存在を知られているためか、がんの疑いと診断された者が産業医に相談

に来ることは時々あるので、事例対応の仕組み作りも比較的うまく行っていると思われる。

【例】がん治療で体力を奪われた長期間休業者の職場復帰に際しての就業制限の例
１　定期的な通院への配慮	 ４　短縮勤務終了後は、【時間外労働時間制限：月20時間以下】
２　【重筋作業禁止】【危険作業禁止】	 ５　就業制限については３か月ごとに産業医面談を行い、再評価する
３　短縮勤務
　 ● 復職後１週間は、12時までの勤務（午後は半日年休）
　 ● 次の１週間は、15時までの勤務（フレックス勤務の扱い）
　 ● 次の２週間は、17時までの勤務（残業なし）
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三井化学株式会社
本社健康管理室長
土　肥　誠太郎

業　　　種 化学品製造業
常時使用する

従業員数
１万3,447人
（連結）所　在　地 東京都港区

主 要 事 業
1997年、三井石油化学工業と三井東圧化学の合併により創立。自動車用高機能樹脂のモビリティ
事業、眼鏡用レンズや紙おむつ用不織布などのヘルスケア事業、農薬や食品包装フィルムなどの
フード&パッケージング事業、石油化学製品の原料などの基盤素材事業を展開。

 両立支援の取組概要
１　取組んだきっかけ

長期休業からの復職には、診断書を提出し産業医と面接（復職面接）の上で就業上の配慮を

決めることになっており、治療と仕事の両立支援の取組みも、従前から復職面接の一環として

実施している。

2008年に就業規則を改定し、「リハビリ試験出社制度」を就業規則の細則として制定した。

２　復職とリハビリ試験出社の仕組み

⑴　復職について

　復職に関しては、就業規則において下記のとおり定めている。

　・�病気欠勤が連続15日以上に及んだ（以下、「長期欠勤」という。)社員が、治癒後再び出

勤しようとする場合には、医師の診断書を提出して、会社の許可を受けなければならない。

この場合において、会社が指定する医師に診断させる。

　・�前項は、年次有給休暇または特別休暇、その他の諸休暇の取得の有無にかかわらず、私

傷病により就業しない日が連続15日以上に及んだ場合にも準用する。

　�また、上記の就業規則の「会社の指定する医師」とは、産業医を指すものとしている。し

たがって、私傷病により連続して15日以上就業できず、再び出勤する場合には、産業医によ

る診断（復職面接）を受けることになり、面接した産業医は、「復職意見書」又は「リハビリ

試験出社意見書」（制度は後述）を作成して、職場管理者・人事担当者・本人に送付する仕組

みとしている。なお、それぞれの書式に関しては、別添資料「長期欠勤（不就業）者の復職

意見書」及び「リハビリ試験出社意見書」を参照。

　�なお、これらの意見書には、疾患名は記載せず、就業上の配慮及び産業医のフォローアッ

プ期間や頻度を記載することにしている。

ケース❸
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⑵　リハビリ試験出社

　�当社では、休業中から治療経過の確認のために産業医による定期的な面接を行うこととし

ており、この期間に復職ステップの説明を行い、復職に向けての就業生活への準備を支援し、

復職がほぼ可能となった時点で、最終的なリハビリの目的で本制度を活用することにしてい

る。なお、リハビリ試験出社は、短時間勤務より開始して徐々に勤務時間を延長し、４～６週

間で通常の勤務時間とするのが標準的であり、この期間の給与の減額は行わないとしている。

　①　リハビリ試験出社に関する就業規則について

病気欠勤により長期にわたって就業できない状態にある社員が再び出社しようとする場

合、本人の私傷病の状態に応じて始業及び終業の時刻を調整した勤務（以下、「リハビリ試

験出社」という。）をさせることがある。

したがって、会社がリハビリ試験出社を命じることが可能な仕組みにしている。

　②　リハビリ試験出社細則（別添資料「リハビリ試験出社細則」を参照）

運用開始の判断は、「適用対象者および従事業務は、本人の私傷病の状態および産業医の

診断に基づき、会社が指定する。」としており、運用の開始は産業医の判断が基本であり、

従事業務に関しても産業医の意見が尊重される仕組みとしている。

リハビリ試験出社の目的を、「病気欠勤または病気休職の状態にある社員の復帰に向けた

自律的な努力を支援し、職場復帰が可能な状態にまで回復しているか否かを判断するため」

としており、本人のリハビリと復職可否の判断の両面から本制度を運用することにしてい

る。したがって、リハビリ試験出社意見書には、従事する業務内容と勤務時間や復職を可

能とする判断基準を明記している。

なお、運用開始の手順は下記のとおりである。

⑶　リハビリ試験出社の活用例

　�がんと診断され、化学療法での治療が必要となった職員のケースでは、本人から入院して

化学療法を受けるとの報告を受けたため、症状が安定したら病状確認と復職に向けての打合

せを行うことを約束し、退院後復職面接を行うことになった。なお、復職面接の際には、療

● 産業医との定期的面接によるリハビリ試験出社が必要との判断及び制度の説明
● 主治医からの「就業可能又はリハビリ試験出社の診断書（就業上の配慮を含む）」の提出
● 職場管理者・本人・産業医で従事する業務内容・勤務時間話し合いと合意。
● 人事担当者より本人へ制度の最終的な説明と本人の書面による同意。
● リハビリ試験出社意見書の作成と送付
● リハビリ試験出社の開始と産業医によるフォローアップ
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養に関する診断書・治療に関する資料（医療費の詳細・血液検査結果など）を持参するよう

に指導した。

　�復職面接では、診断書と主治医から受けた

回復状況の説明や今後の通院予定、 現在の

体調等についての本人の話しをもとに判断を

行った。まず、体力的負荷のかかる元の職務

での復職は当面避けること及び復職当初は通

勤の混雑を避けることが必要と考え、リハビ

リ試験出社を用いて段階的な復職を行うこと

を勧め本人も同意した。

　�上司へも同じく概要説明を行い、復職に向

けて協議した。

　�上司は同じ部内の管理業務に従事させるこ

とで同意し、通勤時の混雑を避けるためのフ

レックス勤務制度を用いた勤務時間の運用に

ついても同意したためリハビリ試験出社を開

始した。

　�リハビリ試験出社中は、毎週金曜日に産業医との面接を行い、体調の確認を行った。

　�更にリハビリ試験出社の最終日に復職面接を行い、「上司の指示通りの仕事ができていて、

規定勤務日の90％以上が出勤できていること」という復職の目標ラインを達成していたので

復職と判断した。

　�なお、半年後には就業上の配慮を全て解除して、元の職務に復帰し、現在も元気に勤務を

続けている。

３　休業期間中の治療状況の確認と復職後の就業上の配慮等に関して

治療状況の把握に関して、主治医から本人への治療計画（退院後を含む）などの説明文書を

持参してもらい、主治医等から受けた説明を本人から聴取することを基本としている。主治医

と本人とのインフォームドコンセントが充実してきているため、主治医より書面による情報提

供を受けなくても、就業上の配慮を行うことが十分に可能な場合が多く、本人の病状や体調の

認識を基本として就業上の配慮を行った方が適切な就業上の配慮につながると考えている。

＜リハビリ試験出社計画＞
１　第１週　就業時間　９：30～14：00
　　作業内容：�業務管理を主体とするPCでの
　　　　　　　データ管理
２　第２週　就業時間　９：30～15：00
　　作業内容：�第１週目と同じ
３　第３週　就業時間　９：00～16：00
　　作業内容：第３四半期の業績のまとめ
４　第４週　就業時間　９：00～17：30（定時）
　　作業内容：第３四半期の業績の
　　　　　　　本部長説明資料の作成

● 勤務することには問題の無い体調と考えられ
ること。

● 体力的負荷のかかる元の職務への復帰は困難
で、当面デスクワークでの状況を確認してから
検討すること。

● リハビリ試験出社を用いて段階的な復職を行
うこと。
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４　当社におけるがん対策

当社では、2008年より健康保険組合による被保険者向けの人間ドック制度を廃止し、定期

健康診断に、胃がん検診（胃内視鏡検査又は胃部X線検査：35歳以上）・大腸がん検診（35歳

以上）・前立腺がん検診（50歳以上）・子宮頸がん検診（30歳以上）・乳がん検診（マンモグラ

フィー又は乳房超音波：30歳以上）・腹部超音波検診を付加した総合健診（就業時間内での受

診が可能）を全事業所で実施している（肺がん検診は定期健康診断で実施）。がん検診及び腹部

超音波検診は健康保険組合の補助で事業主が実施する。これにより、大腸がん検診の受診率は

約85％、胃がん検診の受診率は約70％、前立腺がん検診の受診率は約90％、婦人科検診の受

診率は約60％となっており、精密検査受診率も約90％以上となっている。これに伴い、がん発

症の約75％が総合健診を契機として発見されており、この内で早期発見は85％になっている。

リハビリ試験出社細則（抜粋）
（目的）
第１条　この細則は、就業規則第44条（病気欠勤）第11項および第82条（病気休職）
第６項に基づき、リハビリ試験出社を適用する際の取り扱いについて定める。

（原則）
第２条　リハビリ試験出社は、病気欠勤または病気休職の状態にある社員の復帰に向け
た自律的な努力を支援し、職場復帰が可能な状態にまで回復しているか否かを判断する
ために適用する。
２　リハビリ試験出社が適用される社員（以下「本人」という。）は、その私傷病の状態
に応じ可能な範囲において、でき得る限りの復帰に向けた自律的な努力を継続しなけれ
ばならない。

（適用対象者および従事業務）
第３条　適用対象者および従事業務は、本人の私傷病の状態および産業医の診断に基づ
き、会社が指定する。

（適用期間）
第４条　適用期間は１か月以内とする。ただし、適用開始より１か月が経過した時点で
は職場復帰が可能とは認められないものの、更に適用期間を延長することで職場復帰が
見込まれると会社が判断する場合、最大で１か月間延長することがある。
２　適用開始後、本人の勤務実績、職務遂行の状態および産業医の診断に基づいて、職
場復帰が可能と会社が判断する場合、リハビリ試験出社を終了する。このとき、従前の
状態が病気休職であった者については復職を命じる。
３　適用期間が終了した後も、本人の状態が職場復帰が可能と会社が判断する状態まで
回復していると認められない場合には、従前の取り扱いに従って、再び病気欠勤とし、
または病気休職を命じる。
４　リハビリ試験出社期間は、就業規則第44条（病気欠勤）第２項に定める病気欠勤ま
たは就業規則第82条（病気休職）第２項に定める病気休職の期間に通算する。

（就業時間、始業・終業時刻、休憩時間および労働時間）
第５条　１日の就業時間、始業・終業時刻、休憩時間および労働時間は、本人の私傷病
の状態および産業医の診断に基づき、会社が指定する。
２－４（略）

（休日）
第６条　就業規則第23条（休日）に定める常昼勤務者の取り扱いを適用する。
第７～11条（略）

（出勤の取り扱い）
第12条　第４条の定めに従って会社が指定した労働時間勤務したとき、就業規則第64条
（出勤の取り扱い）の定めにかかわらず、その当日を出勤したものとして取り扱う。
２　前項に定める出勤に該当する場合には、一般社員賃金細則第７条の定めにかかわら
ず、賃金減額の対象としない。

（遅刻、早退、外出および面会）
第13条　就業規則第60条（遅刻、早退、外出および面会）に定める取り扱いを適用する。
付　則　この細則は、2008年４月１日から施行する。

 別添資料
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 労災病院における両立支援に向けた取組
労災病院の治療就労両立支援センターや治療就労両立支援部においては、研究によって得ら

れた知見・その他研究成果等を踏まえ、患者の医療情報や職業情報等の収集・整理を行う「両

立支援コーディネーター」を中心として、医師や看護師等の医療スタッフで構成されたチーム

による支援を行っています。

具体的には、両立支援コーディネーターが職場復帰や治療と仕事の両立を希望する患者さん

の同意を得た上で、医療情報・職場の情報・生活環境状況に係る情報等を収集し、これらの情

報を主治医と両立支援のチームスタッフ間で共有することにより、支援対象者の治療や業務等

の状況に応じた必要な配慮内容やその見通しを整理して本人に提供しています。また、必要に

応じ職場との連絡調整を行います。こうしたことで、患者さんの状況に応じた各種支援を行っ

ています。

企業医療機関

産業医・
産業保健スタッフ

両立支援チーム
（医師・MSW・看護師等）

両立支援
コーディネーター

支援

診断・
治療

病状・治
療計画の

共有 職場情報の共有

配慮・環境整備

労働者・患者
家族

両立支援チームの
一員として

労働者健康安全機構の取組
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 具体的な事例
  事例１　～継続的な化学療法を経て職場復帰した事例～

【傷病名】大腸がん

【業種・職種】医療・介護関係職種

【概要】①　コーディネーターの職種：医療ソーシャルワーカー（MSW）

　　　  ②　支援対象者との面談回数：12回

【端緒】

大腸がん切除のための入院予約が入った段階で、主治医から連絡を受けた医療ソーシャルワー

カー（MSW）が支援についての概要を説明。本人の同意を得た上で手術後の化学療法開始の

時点から支援開始。

【支援の経過】

①　�腫瘍切除の手術実施後に化学療法を予定。主治医によれば軽作業からの復職を可として

おり、退院後まもなく職場復帰。職場上司には「がん」の病名を伝えていたが、同僚には

気を使われるのが嫌で伝えていなかった。

②　�化学療法開始し半年間の予定で外来定期受診。化学療法開始前に副作用で仕事に影響が

出ないかを懸念していたため、外来受診時にコーディネーターが面談を実施。副作用なく

仕事が出来ており、職場復帰後の職場との関係も良好であった。

③　�化学療法開始３か月後の検査の結果、再発・転移なし。傷に関し局部的な痛みを感じる

こともあり、主治医から処方をもらう等により対応。

④　�理解を得られていた上司が転勤となり不安を持つが、業務遂行上の不安材料は無くなっ

ており、新しい上司には病気治療の事は言わず、必要であれば自分で上司に説明する方針

とした。

⑤　�化学療法終了。同日の検査結果でも問題なく今後定期受診のみ。復職後６か月を経過し、

仕事も問題なく出来ており、本人の承諾を得て支援終了とした。
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【支援に当たっての課題や留意点】

①　�力仕事があるため、手術後おおむね１か月は重量物を持たないようにする必要があった

が、職場の理解があり、力仕事は避ける協力が得られた。上司にも状況を説明、無理のな

い仕事内容を考える等の協力が得られた。

②　�抗がん剤治療開始後、副作用による仕事への影響を心配されたが、両立支援計画票（職

場復帰に向け医療側から患者へ治療計画の予定などを示した書式）を渡し、副作用が出た

場合は休みを取る・仕事内容を考慮するようアドバイス。この旨を本人から上司に伝えた。

③　�通院日に欠勤すると収入に影響があるため、受診時間を考慮し、職場では半日休暇で対

応できるように配慮された。病院においても予約時間を一番最後にし、午前の仕事が終わっ

てからの受診が出来るよう対応した。

患者
（勤労者）

診断・告知 入院 入院治療
（手術等）

通院治療
（化学療法等）

経過観察
（フォローアップ）

職場復帰

両立支援チーム

治療の流れ

企業

医師

産業保健
スタッフ

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４

・支援対象者の決定

・同意書の回収
・問診票の作成

患者が吐露できる環境づくり【キーワード】

病状と悩みの把握

復職意欲の維持と職場の懸念の払拭

わかりやすい診断書の作成

大丈夫かなという
気持ちで経過観察

・主治医に勤務情報を
提供

・不安と会社の懸念を収集

・業務内容の収集
・事業場のキーパー

ソンを確認

・復職可否の判断
・診断書の作成

・意見書の作成

医療相談の時期 → 復職準備期間→ 準備から復職までの期間 →復職後経過観察期間

・両立支援の説明
・事業場のキーパーソ

ンとの信頼関係を構築

・事業場と連携
して支援

状
況

共
有

対
応

「がん」の場合の両立支援の進め方（４つのステップ）

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（ＭＳＷ）

看護師等
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  事例２　～リハビリテーションスタッフによる支援で原職復帰した事例～

【傷病名】脳梗塞

【業種・職種】販売業務

【概要】①　コーディネーターの職種：理学療法士及び作業療法士

　　　  ②　支援対象者との面談回数：３回

【端緒】

退院後に本人から職場復帰支援の希望があり、

外来にてリハビリテーションスタッフから職場復

帰に向けたプログラム※を提供することとなった。

【支援の経過】

①　�右半身が麻痺し呂律の不全を感じて受診。

脳梗塞の診断にて入院の上、内科的治療と

なる。軽度の麻痺が残るものの、日常生活

は自立したことから入院から１か月後に自

宅退院となった。

②　�退院時点から外来にて職場復帰支援を開始。初期評価にて右下肢筋力の低下、易疲労（疲

れやすいこと）を認めた。職場復帰時の作業を念頭に置きながら、コーディネーターから

職場復帰に向けたプログラムとして１時間程度のウォーキング等を推奨し実践した。

③　�さらに１か月後に出勤（職場復帰）。復帰当初は疲労感が強かったため、発症前とは異な

る軽作業を選択するようアドバイスし、職場においても了承を得られた。

④　�職場からの依頼を受けコーディネーターが職場訪問を行い実際の作業を確認。一定程度

身体能力が向上したため、入院前の物品運搬業務に従事することが可能となった。原職復

帰に至ったため支援終了とした。

【支援に当たっての課題や留意点】

軽度の右半身麻痺は残存していたが、遂行困難な作業は特段認められなかった。一方で、業

務に従事する際の疲労感に関する本人の訴えより易疲労が、原職復帰への阻害因子と考えられ

た。

※復職のためのリハビリテーションは、本人か
　ら仕事内容を詳細に情報収集した上、その特
　性に応じ通勤や作業内容を加味したプログラ
　ムを構築します。その内容は、体力向上のた
　めのトレーニングをはじめ、脳卒中などの後
　遺症である高次脳機能障害があれば思考過程
　を必要とした作業まで様々です。
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  事例３　～継続したホルモン療法治療中の事例～

【傷病名】乳がん

【業種・職種】販売業務（退職）

【概要】①　コーディネーターの職種：医療ソーシャルワーカー（MSW）

　　　  ②　支援対象者との面談回数：９回（継続中）

【支援の端緒】

乳がんのホルモン療法開始時に、主治医から連絡を受けた医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）

が支援についての概要を説明。本人の同意を得た上で支援開始。

【支援の経過】

①　�支援開始前の時点で乳房温存術を施行。手術後に放射線治療を行い、外来通院によりホ

ルモン療法を継続することとなった。

②　�入院治療中に職場の上司から退職打診の話があり、自身の意思で手術後間も無く退職。

その後、定期的にハローワークへ赴き就職活動を行いながら、しばらく失業手当を受給し

ていた。

③　�退職して数か月後に別会社へと就職したものの、別途他疾患に罹患したため退職。その後、

他医療機関で同疾患の手術・治療を受け、現在療養中であるが就職はまだ考えられない為、

経過を確認しながら支援内容を検討。現在も継続支援中。

【支援に当たっての課題や留意点】

①　�ホルモン療法に伴う身体のほてりが懸念されたため、コーディネーターから薬の副作用

の特徴を説明するとともに、擦過傷を原因とした感染予防に対する日常生活指導を行った。

②　�放射線治療に伴う皮膚の発赤など身体の不調に対する訴えに対して、主治医と連携をと

り、再発への不安を解消し、精神的安定を図った。

③　�就職活動に関しては、療養期間や仕事内

容等で他医療機関の主治医と十分相談しな

がら探すようにアドバイスしている。
【参考】
全国の労災病院での支援実績～平成30年度～
支援介入症例815件　うち290症例で支援終了

（263症例で復職）
・支援対象者との面談実施数4,486回
・両立支援チームの打ち合わせ回数3,026回
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 産業保健総合支援センターの活動
各都道府県に設置されている産業保健総合支援センター（以下「産保センター」という。）では、

事業場で産業保健活動に携わる産業医、産業看護職、衛生管理者をはじめ、事業主、人事労務

担当者などの方々に対して産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を行っています。

また、労働者50人未満の小規模事業場の事業者やそこで働く労働者に対して、健康管理に関

する相談や産業保健指導等の産業保健サービスを無料で提供するため、地域産業保健センター

を労働基準監督署管轄区域ごとに設置しています。

平成28年２月、疾病を抱えた労働者が適切な治療を受けながら、仕事を続けることができる

ように、厚生労働省から企業向けガイドラインとして「事業場における治療と職業生活の両立

支援のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）が定められました。

産保センターでは、このガイドラインを踏まえ、「事業場における治療と仕事の両立支援」（以

下「両立支援」という。）を促進するために、労災病院やその他がん拠点病院、地方自治体等と

連携を取りながら、事業場外資源として活動しています。

各都道府県に設置された産保センターでは、事業者及び患者（労働者）の両立支援の取組を

無料で支援していますので、お近くの産保センターまでお問い合わせください。

 産保センターにおける両立支援の取組
各都道府県の産保センターでは、

同センター内及び同センターが労災

病院、がん拠点病院等の中に設けた

「両立支援（出張）相談窓口」にお

いて、両立支援のための様々な取組

を推進しており、これらの取組は産

保センターの「両立支援促進員」「産

業保健専門職」が中心となって行っ

ています。

以下では、産保センターの両立支

援の取組のうち、⑴相談窓口での相

談事例や、⑵事業場を訪問しての支

援内容を紹介します。

（両立支援促進員）
（産業保健専門職）

都道府県産業保健
総合支援センター
（両立支援促進員）
（産業保健専門職）

事業場（経営者、人事労務担当者、産業保健スタッフ）、

患者（労働者）・その家族

両立支援（出張）相談窓口

①個別調整支援
②相談対応
③セミナー、情報提供
④事業場への個別訪問
　支援

※センターが、労災病院、
　がん拠点病院等に開設
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１－⑴　相談窓口における相談事例

①　10日間の入院治療を受けていた患者（労働者）からの相談。

退院して会社に戻るのだが、病気のことをどのように会社に伝えたらよいか。

患者（労働者）には、病名を職場の同僚や上司に伝えた場合にどのように受け止めら

れるのだろうかという不安と、毎月１回は定期的に受診する必要があるので有給休暇を

取ることになるが、今の作業に継続して就労させてもらえるだろうか、といった不安を抱えていた。

そこで、まず相談者に対し、主治医に今の職場での仕事や勤務状況、会社の風土等を説明し、

どのように病気のことを説明するのが良いかを相談するように勧めた。もし、就業に当たって

職場での配慮が必要な場合には主治医に事業者宛の意見書を作成してもらい、上司に渡して会

社として検討して貰うことになるが、その際に主治医の意見書の取扱いやその対応、また、就

業配慮の意図や手続きなど両立支援の説明が必要なら、両立支援促進員が会社を訪問して両立

支援の説明をすることができることを伝えた。

その結果、患者（労働者）は主治医と相談して、「当分は軽作業が望ましい」との診断書を得

て、会社に提出したところ、上司は快く話を聴いてくれ、同僚には病名は明かさないまま、２

週間は軽作業に就かせてくれたとの報告があった。

②　従業員50人未満の小規模事業場で産業医は選任していない企業の労務担当者からの相談。

主治医から復職可の診断書を得て職場に復職し既に勤務しているが、会社としては彼
の働きぶりに不安がある。どのように対応したらよいか。

主治医は患者（労働者）の仕事内容や就労状況等を十分に把握できないまま、そして本

人の１日も早く職場に戻りたい意向を受けて診断書を書いたのではないかと推測された。

そこで、まず相談者に対し、患者（労働者）の同意を得たうえで、主治医に患者（労働者）

の就労に当たってのアドバイスが欲しいと主治医に面談を申し込むようにアドバイスした。主

治医には病名や病状を尋ねるのではなく、患者（労働者）の現在の勤務具合や仕事内容、その

仕事ぶりを説明し、職場で仕事を指示するのにどのようなことに気を付ければよいか、避けた

ほうが良い仕事はどのようなものか、といった配慮事項を尋ねるように重ねて強調した。でき

れば患者（労働者）と同行受診して状況を説明し、主治医のアドバイスをもらうことが望まし

いとも助言した。

その結果、主治医からは「１週間絶対安静の療養状態であったので、少し体力が落ちているが、

特に避ける業務はなく、体力は日増しに回復するので、しばらくは本人の体調に合わせて仕事

ができるように配慮してもらえればよい」と言われたため、現場で適宜対応しているとの報告

を相談者から得た。

Q
A

A

Q
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１－⑵　事業場を訪問しての支援内容

①　事業場内で行う従業員や管理監督者、経営者向けの啓発教育

治療と仕事の両立支援が円滑に促進されるためには、必要以上に病気を怖がらず、また、必

要以上に軽視しないよう、正しい知識を理解することが重要です。

たとえば“がん”の場合、事業場においては、職場にがん患者が出る前に“がん”についての啓

発教育を行い、従業員が“がん”の宣告を受けたときに即時に退職を決断しないよう、また、“が

ん”の治療中の同僚がいる場合にも偏見や差別が起きないように、事前の対処が望まれます。従

業員や管理監督者を対象に社内で啓発教育を行う時には、両立支援促進員が講師を引き受けて

います。

なお、治療への配慮等は患者（労働者）自身が会社に申し出ることによって行われる仕組み

です。したがって、上司や同僚に気兼ねなく病気治療中であることやがんの宣告を受けたこと

などを申告できるコミュニケーションの良好な、職場風土づくりにも事前の啓発教育が大切な

ので、両立支援促進員は単に講演をすることにとどまらず、参加者の雰囲気や事業場の雰囲気

も察して、支援を心がけています。

②　両立支援のための企業内の体制整備

両立支援促進員が事業場を訪問して、時間単位の年次有給休暇、病気休暇、時差出勤、短時

間勤務、在宅勤務（テレワーク）、相談窓口、情報の取り扱い方法の明確化などの両立支援に関

する制度の導入や、主治医や産業医らと連携した両立支援計画や職場復帰支援計画などの策定

を支援しています。

なお、患者（労働者）から、がんで手術が必要と職場の上司が相談されたとき、どのように

対応してよいかわからず戸惑うことが無いように、手順（両立支援プログラムに相当）を定め、

従業員全員に周知徹底を図るよう助言します。管理職については、社内ルールをきちんと理解

することなく対応して患者（労働者）に不利益を及ぼすことがあるので、社内ルールの周知徹

底が特に必要であることを助言しています。

また、以上の支援を通して、定期健康診断の事後措置が適切に行われていないことが察せら

れた場合には、産保センターもしくは地域産業保健センターへ相談するよう助言しています。

脳卒中や糖尿病等の疾病に関しては、定期的な受診の継続による疾病の悪化防止が基本であり、

これは治療と仕事の両立支援に他ならないからです。また、肥満があり、血糖値や血圧、血中

脂質に異常の所見が認められる従業員に対して精密検査を受検させるために、労災保険二次健

康診断等給付の活用を助言しています。
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２　その他の取組

産保センターや「両立支援相談窓口」では、上記１で示した「相談窓口での相談対応」や「事

業場を訪問しての支援」のほか、次のような取組も行っています。

○広報活動

厚生労働省の「ガイドライン」の普及・啓発や、事業場における両立支援の取組を普及促進

するため、事業者や、人事労務担当者、労働者、産業医、保健師等の産業保健スタッフ、医療

従事者等を対象に研修やセミナー、フォーラム等を開催するほか、業界団体や事業場の要請を

受けて産保センターの両立支援促進員が訪問し、治療と仕事の両立支援制度の説明を行う等、

その普及、促進に努めています。

また、両立支援の相談先を記載したポスターを作成して医療機関の院内や交通機関の車内に

掲示したり、相談先を記載した名刺大のカードを作成して医療機関の外来で配布したりするな

ど、治療と仕事の両立についての相談窓口の周知にも努めています。実際、これらのポスター

等を見たという患者（労働者）からの病気の治療と仕事の両立に関する相談も増えました。

徳島産業保健総合支援センター作成

両立支援カード
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〇患者（労働者）と事業場との個別調整支援

事業者は、従来から、労働安全衛生法に基づき健康診断実施後には健康上必要な労働者に、

作業の転換や時間外労働の制限、労働時間の短縮等の就業上の措置を実施してきました。厚生

労働省の両立支援のガイドラインが策定されたことにより、事業者は、疾病発症や病気休業か

らの職場復帰等の機会にも、本人の申出に応じて、健康配慮義務の一環として就業上の措置及

び治療に対する配慮も求められるようになったのです。

両立支援促進員は、患者（労働者）の職場復帰等に関し、患者（労働者）又は事業者からの

依頼を受けて、具体的な助言・アドバイスを行っています。

個別調整支援における両立支援の関わり

④就業継続の可否、就業上の
措置等について、検討、決定する

主治医 労働者

患者に対し、必要に応じて、事業
場が必要とする手続きや書類を確
認するなどの相談に対応します。

両立支援
促進員

③事業者へ
意見書を提出する

②主治医が意見書を作成し、患者に渡す

主治医の意見書を受け取っ
た事業者や、提出した患者
から支援依頼を受けた場
合、事業場に出向いて助言・
アドバイスをします。

両立支援
促進員

両立支援
促進員

両立支援プラン、職
場復帰支援プランの
作成について助言し
ます。

①主治医への業務内容等を伝える

企業

⑤就業継続可の場合、
両立支援プランを作成する

両立支援
プラン
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治療就労両立支援センター（９施設）

設置病院名 住　　　所 電　　話

東北労災病院 〒 981-8563　宮城県仙台市青葉区台原 4-3-21 022-275-1085

東京労災病院 〒 143-0013　東京都大田区大森南 4-13-21 03-3742-7301

関東労災病院 〒 211-8510　‌�神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1-1 044-434-6337

横浜労災病院 〒 222-0036　‌�神奈川県横浜市港北区小机町 3211 045-474-8111

中部労災病院 〒 455-8530　愛知県名古屋市港区港明 1-10-6 052-652-2976

大阪労災病院 〒 591-8025　大阪府堺市北区長曽根町 1179-3 072-252-3561

関西労災病院 〒 660-8511　兵庫県尼崎市稲葉荘 3-1-69 06-6416-1221

中国労災病院 〒 737-0193　広島県呉市広多賀谷 1-5-1 0823-72-7171

九州労災病院 〒 800-0296　‌�福岡県北九州市小倉南区曽根北町 1-1 093-472-6835

治療就労両立支援部（20 施設）

設置病院名 住　　　所 電　　話

北海道中央労災病院 〒 068-0004　北海道岩見沢市4 条東 16-5 0126-22-1300

釧路労災病院 〒 085-8533　北海道釧路市中園町 13-23 0154-22-7191

青森労災病院 〒 031-8551　青森県八戸市白銀町字南ケ丘 1 0178-33-1551

秋田労災病院 〒 018-5604　秋田県大館市軽井沢字下岱 30 0186-52-3131

福島労災病院 〒 973-8403　福島県いわき市内郷綴町沼尻 3 0246-26-1111

千葉労災病院 〒 290-0003　千葉県市原市辰巳台東 2-16 0436-74-1111

新潟労災病院 〒 942-8502　新潟県上越市東雲町 1-7-12 025-543-3123

富山労災病院 〒 937-0042　富山県魚津市六郎丸 992 0765-22-1280

浜松労災病院 〒 430-8525　静岡県浜松市中央区将監町 25 053-462-1211

旭労災病院 〒 488-8585　愛知県尾張旭市平子町北 61 0561-54-3131

神戸労災病院 〒 651-0053　兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23 078-231-5901

和歌山労災病院 〒 640-8505　和歌山県和歌山市木ノ本 93-1 073-451-3181

山陰労災病院 〒 683-8605　鳥取県米子市皆生新田 1-8-1 0859-33-8181

岡山労災病院 〒 702-8055　‌�岡山県岡山市南区築港緑町 1-10-25 086-262-0131

山口労災病院 〒 756-0095　‌�山口県山陽小野田市大字小野田 1315-4 0836-83-2881

香川労災病院 〒 763-8502　香川県丸亀市城東町 3-3-1 0877-23-3111

愛媛労災病院 〒 792-8550　愛媛県新居浜市南小松原町 13-27 0897-33-6191

九州労災病院
門司メディカルセンター 〒 801-8502　福岡県北九州市門司区東港町 3-1 093-331-3461

長崎労災病院 〒 857-0134　長崎県佐世保市瀬戸越 2-12-5 0956-49-2191

熊本労災病院 〒 866-8533　熊本県八代市竹原町 1670 0965-33-4151

  治療就労両立支援センター、治療就労両立支援部案内（全国の労災病院にあります。）



42産業保健総合支援センター案内

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-242-7701 滋　賀 077-510-0770

青　森 017-731-3661 京　都 075-212-2600

岩　手 019-621-5366 大　阪 06-6944-1191

宮　城 022-267-4229 兵　庫 078-230-0283

秋　田 018-884-7771 奈　良 0742-25-3100

山　形 023-624-5188 和歌山 073-421-8990

福　島 024-526-0526 鳥　取 0857-25-3431

茨　城 029-300-1221 島　根 0852-59-5801

栃　木 028-643-0685 岡　山 086-212-1222

群　馬 027-233-0026 広　島 082-224-1361

埼　玉 048-829-2661 山　口 083-933-0105

千　葉 043-202-3639 徳　島 088-656-0330

東　京 03-5211-4480 香　川 087-813-1316

神奈川 045-410-1160 愛　媛 089-915-1911

新　潟 025-227-4411 高　知 088-826-6155

富　山 076-444-6866 福　岡 092-414-5264

石　川 076-265-3888 佐　賀 0952-41-1888

福　井 0776-27-6395 長　崎 095-865-7797

山　梨 055-220-7020 熊　本 096-353-5480

長　野 026-225-8533 大　分 097-573-8070

岐　阜 058-263-2311 宮　崎 0985-62-2511

静　岡 054-205-0111 鹿児島 099-252-8002

愛　知 052-950-5375 沖　縄 098-859-6175

三　重 059-213-0711

★都道府県ごとの産業保健総合支援センターでは、治療と仕事の両立支援をお手伝いしています。

★まずは、事業場のある都道府県産業保健総合支援センターにお問い合わせください。

  産業保健総合支援センター案内（全国47都道府県にあります。）

事業場や人事担当者などからの両立支援に関する相談に応じます。

事業場を訪問し、状況にあった具体的な助言等を行います。
また、治療と仕事の両立への理解を促す教育を実施します。

労働者が治療を受けながら仕事を続けるための、
事業場と患者（労働者）間の調整支援をします。
また、両立支援プラン作成の助言を行います。

両立支援を普及するための、事業場等に対する啓発セミナーを
実施しています。 無   料
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